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　　　北茨城市童謡の森ふれあいパーク指定管理者業務仕 

　　　様書 

 
北茨城市童謡の森ふれあいパークの指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、

関係法令によるほか、この仕様書によるものとする。 
 
１　趣旨 

本仕様書は、北茨城市童謡の森ふれあいパークの指定管理者が行う業務の内容及び履

行方法について定めることを目的とする。 
 
２　童謡の森ふれあいパークの管理に関する基本的な考え方 

　（１）　童謡の森ふれあいパークが、市民の健康増進と地域の活性化を目的として設

置されたことに基づき、公の施設であることを十分認識し施設の管理運営を行

うこと。 
　（２）　利用者に対し、公平平等な運営を行うこと。 
　（３）　事業計画書に基づき、利用者が快適に過ごせるよう適正な管理運営を行い、

利用者の満足度を高めていくこと。 
　（４）　館内を常に清潔に保つこと。 
　（５）　効率的かつ効果的な管理を行い、経費の削減に努めること。 
　（６）　入館者の増につながるＰＲや催事を積極的に行うこと。 
　（７）　利用者のニーズを踏まえて、施設の管理運営方法を改善すること。 
　（８）　個人情報保護対策を講じること。 
　（９）　市と密に連携を図りながら、管理運営を行うこと。 
　（１０）　市の実施する生涯学習推進事業・催事等に協力すること。 
 
３　指定管理者が行う業務の内容 

　（１）　施設の管理保全に関する業務 
ア　施設及び設備の維持管理に関すること。 
（ア）　消防設備保守点検（年２回） 
（イ）　空調設備保守点検（年２回） 
（ウ）　浄化槽保守点検（年６回） 
（エ）　ガス配管、機器等点検（年１回） 
（オ）　溶解炉、電気炉、機器、配管等点検（年１回） 
（カ）　自動ドア点検（年３回） 
（キ）　エアーブラスター点検（年１回） 
（ク）　コンプレッサー点検（年１回） 
（ケ）　植木剪定、除草（年３回） 
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（コ）床面洗浄ワックス塗布、ガラスクリーニング（年３回） 
（サ）公園トイレ清掃（週１回） 

イ　施設内外の清掃（日１回以上） 
ウ　施設及び施設内の設備及び器具の点検修理に関すること（随時）。 

（２）　施設の運営に関すること。 
ア　利用料金の収受に関すること。 
（ア）　利用料金の徴収及び領収書の発行に関すること。 
（イ）　利用料金の減免に関すること。 

イ　運営事務に関すること。 
ウ　月報・年報等の報告に関すること。 
エ　施設の利用促進に関すること。 
（ア）　ホームページ更新作業に関すること。 
（イ）　ＰＲ（取材への対応等を含む）に関すること。 
（ウ）　パンフレットの作成及び配布に関すること。 
（エ）　情報の収集(他館との交流等を含む）に関すること。 

　　　　オ　警備に関すること。 
（ア）　火災を発見した時の通報及び消火活動その他の措置に関すること。 
（イ）　消防署及び施設担当主管課への通報及び連絡に関すること。 
（ウ）　侵入者等の潜伏・徘徊を発見したときの処置に関すること。 
（エ）　警察署及び施設担当主管課への通報及び連絡に関すること。 
（オ）　休業日及び閉館時間においての適切な対応に関すること。 

カ　保険に関すること。 
（ア）　利用者が受ける盗難・傷害等の対策に関すること。 
（イ）　事務所内における現金・動産の盗難等の対策に関すること。 

　（３）　利用者の満足度及び利便性の向上に関すること。 
ア　アンケートの実施に関すること（年１回以上）。 
（ア）　利用者の満足度アンケートの実施、分析に関すること。 
（イ）　アンケート結果の実施業務への反映に関すること。 

イ　接遇等利用者サービスの向上に関すること。 
ウ　職員研修の実施に関すること（年１回以上）。 
エ　施設の DX（デジタルトランスフォーメーション）化に関すること。 

（ア）　利用者向け施設予約システムやキャッシュレス決済の導入を検討す 
　　　　　ること。 

（イ）　フリーWi-Fi 環境の導入を検討すること。 
 

４　組織及び人員配置 
　（１）　管理運営業務を実施するために必要な組織機構図を作成するとともに、労働

基準法を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人員

配置を行うこと。 
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なお、職員の体制は、施設の管理運営に支障がないよう配置するとともに、

利用者の要望に応えられるものとすること。 
　（２）　責任者を１名配置すること。 
　（３）　受付業務には、開設時は常時１名以上を配置すること。 

 

５　収支状況の管理 

　（１）　月計・年計表の整理 
毎月の収入支出の状況を明らかにする月計表を作成し、さらに年計表を作成す 

ること。 
　（２）　収支帳簿の作成及び証拠書類の整理・保存 

収入支出にかかる帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、市からの求め 
に応じて提示できるよう指定期間終了後５年間保存すること。 

　（３）　他の経理との区分 
上記収支帳簿については、指定管理者が行う他の業務と区分して行うこと。 

 
６　施設設備及び物品関係 

（１）　すべての施設設備については、定期的に保守点検を実施すること。 
（２）　市は、別表に記載する備品を指定管理者に無償貸与することとし、指定管理

者は、施設の運営に支障をきたさぬよう各種備品の管理を行うこと。 
（３）　指定管理者の故意又は過失により貸与された備品を滅失し、又は棄損したと

きは弁償すること。 
（４）　指定管理者は、指定期間が満了したときは、貸与された備品を市に返却する

こと。 
（５）　指定管理者は、貸与された備品を経年劣化等により廃棄する場合は、市へ報

告すること。この場合、市との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備

品を購入又は調達すること。 
（６）　指定管理者は、消耗品の交換、備品の購入、施設及び設備の小規模な修繕に

かかる経費については、１件あたり１００千円以下のもので、年間累計５００

千円までは負担すること。 
なお、詳細については、別途締結する協定による。 

（７）　前２号の規定により指定管理者が購入した備品は、指定期間終了後、市の所

有に属するものとする。 
（８）　指定管理者が任意に調達した備品については、原則として指定管理者の所有

に属するものとする。ただし、市と協議して合意した場合は、市の所有に属す

ることができるものとする。 
 
７　維持管理及び運営の書類関係 

施設の維持管理及び運営に当たっては、業務日誌、作業日誌、作業記録など必要な

書類を整理し、市からの求めに応じて提示できるよう指定期間終了後５年間保存する
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こと。 
８　事故･故障等異常時の措置関係 

施設内外において、事故・故障等の異常が発生したときは、市に報告し、指示を受

け、必要な措置を講ずること。ただし、緊急を要する場合又は軽微な事故・故障の場

合は、指定管理者において必要な措置を講ずるものとする。この場合、事後に、その

顛末について市に報告すること。 
なお、緊急時対策、防犯・防災対策に関するマニュアルを事前に作成し、職員に指

導を行うこと。 
 

９　自主事業の実施 
　（１）　指定管理者は、施設の設置目的に合致し、利用者の利便性を向上させると思

われるものを、自主事業として実施することができる。 
（２）　自主事業に要する経費は、指定管理者の負担によるものとする。 
（３）　自主事業を実施しようとするときは、その概要等について事前に市と協議す

ること。 
（４）　自主事業の実績を、事業報告書に記載すること。 
（５）　想定される自主事業の例は次のとおり。 

ア　利用者サービス向上に寄与するイベント及び講座等の開催 
イ　施設の一部を使用して実施する販売・飲食事業（自動販売機の設置、売店 
の設置等）等 

 

１０　事業計画書及び報告書の提出 

（１）　事業計画書の提出 
指定管理者は、毎年度末までに翌年度の維持管理運営に関する事業計画書を作 

成し、提出すること。 
（２）　業務報告書の提出 

業務の実施状況について、以下の内容を作成し提出すること。 
ア　入館者の実績に関する月計表を作成し、翌月の１０日までに提出すること。 
イ　利用料金及び減免の実績に関する月計を作成し、翌月の１０日までに提出 
すること。 

ウ　３(１)アに掲げる点検等を実施したときは、次のとおり市に報告すること。 
（ア）　第三者に委託して実施した点検等については、当該第三者から点検 

　　　結果報告書等が交付された日の属する月の翌月１０日までに、その写 

しを提出すること。 

（イ）　自ら実施した点検等については、業務報告書にその内容を記載し、 

　　　翌月の１０日までに提出すること。 
エ　その他業務の実施状況について市から求めがあった資料を提出すること。 

（３）　事業報告書の提出 
業務の実績について、以下を内容とする事業報告書を作成し、毎年度終了後３ 
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０日以内に提出すること。ただし、以下の内容以外についても、報告を求めるこ 
とがある。 
ア　管理に関する実施状況及び利用状況に関する事項 
イ　利用料金の収入の実績に関する事項 
ウ　管理に係る経費の収支状況に関する事項 
エ　管理運営の体制 
オ　管理運営業務の実施状況 
 

１１　上記以外の調査及び監査等 

　（１）　市は、指定管理者が行う施設の管理の適正を期するため、必要があると認め

るときは、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を

求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。指定管理者がこれ

に従わなかったときは、市は、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

　（２）　市は、指定管理者が行う施設の管理の適正を期するため、指定管理者から提

出された事業報告書等に基づき、施設の管理運営業務の評価を行う。評価結果

によって改善が必要と認められた場合には、改善指導書により指導を行うもの

とする。指定管理者は、改善指導書による指導を受けた場合は、改善のための

対応策をまとめ、改善に取り組むものとする。 

　（３）　北茨城市監査委員等が、指定管理者業務について必要があると認める場合、

指定管理者に対して出頭を求め、実地に調査し、又は帳簿書類その他の記録の

提出を求めることがある。 

 

１２　指定期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了後又は指定の取消等により、次期指定管理者等へ業務 
を引き継ぐ際は、円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行できるよう引継ぎを行うとと 
もに、施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく提供するものとする。 

 
１３　管理の継続が困難になった場合等の措置 

　（１）　指定管理者は、管理の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合

は、直ちに市に報告しなければならない。 

　（２）　市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難となった場合又は

そのおそれが生じた場合、指定管理者に対して改善の勧告や指示を行い、期間

を定めて改善策の提出及び実施等を求めることができる。この場合で、指定管

理者が当該期間内に改善することができなかった場合等には、市は、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命

じることができる。 

　（３）　市は、指定管理者の経営状況が著しく悪化し、事業の継続が困難と認められ、

指定管理者に管理を行わせることが社会通念上不適当と判断される場合は、指

定管理者の指定を取り消すことができる。 
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　（４）　指定管理者は、前２号の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しく

は業務の全部又は一部を停止することとなった場合であって、すでに指定管理

料の支払いを受けているときは、当該指定管理料のうち、指定管理を行わなく

なった期間に相当する額について精算し、市に返還しなければならない。この

場合において、当該返還に係る金額は、市が請求する損害賠償金の全部又は一

部とは解さないものとする。 

　（５）　指定管理者は、第２号及び第３号の規定により、指定管理者の指定を取り消

され、若しくは業務の全部又は一部を停止することとなった場合は、すでに指

定管理料の支払いを受けているときは、当該指定管理料及び利用料金として見

込まれる額の１０％に相当する額を違約金として市に支払わなければならな

い。この場合において、当該違約金は、市が請求する損害賠償金の全部又は一

部と解するものとする。 

　（６）　市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により管理の継続が困

難となった場合、市及び指定管理者は管理の継続の可否について協議すること

とする。 

 

１４　その他 

　　本仕様書に記載のない事項については、市の諸規程に準じて、あるいはその精神に

基づき、市と協議を行った上で業務を実施するものとする。 



- 7 -

別表　施設設備及び物品関係 

 
（１）管理施設 

北茨城市童謡の森ふれあいパーク 
　　　　※　詳細については、財産台帳を参照 
 
（２）備品 

 品名 数量 備考 品名 数量 備考

 （机類） ダイヤモンドホイール ６

 事務用 ３ ユーハンディー １

 システムワゴン ３ ブローパイプ ２９

 （椅子類） 振動ドリル １

 事務用 １ ベルトグラインダー １

 工作用椅子 ６ 七　宝　炉 １

 チェアー ３ ハ　サ　ミ ５

 ブローベンチ ２ ト　ン　グ １

 （戸棚箱類） ウットブロック４ １

 ロッカー ４ モ　ー　ル ５

 キャビネット ３ スレッディングマシン １

 テレビ台 １ ケンアーパー １

 中量ラック ４ パッファー ３

 シェルビング ４ キャスティングレートル １

 手さげ金庫 １ ポンティロッド ９

 レターケース等 ６ ジャック ４

 （室内装飾美術工芸品） グラファイトパドル １

 （事務用機械器具類） タグリオル １

 片面黒板 １ クリンプ ２

 （電気通信機器類） ツィーザー ２

 （写真光学用器具類） パーコフィー ２

 プロジェクター １ 耐熱手袋 １

 スクリーン １ ハンドトーチバーナー １

 カメラ １ ブローガン ２

 カメラレンズ １ 電気ジグソー １

 （産業機械器具類） 送気式バーナー ２

 ハンドソー １ エアポンプ ２

 ブンゼンバーナー ２ 電気切断機 １

 テーブルスケール １ サインスタンド ３
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※　詳細については、備品台帳を参照 

 品名 数量 備考 品名 数量 備考

 ポンテ竿 ５ 浄　水　器 １

 ハンマードリル １ パンフレットスタンド １

 電　気　炉 １ ブラインド ３

 （非常用具類） スーパーワゴン １

 消　火　器 ６ （電気機械器具類）

 （清掃用具類） 冷　蔵　庫 １

 スーパークリーナー １ （冷暖房用機械器具類）

 掃　除　機 １ ストーブ １

 ワイドペール １ 扇　風　機 １

 （雑　品　類） （試験及び測定測量機器類）

 防炎暗幕 １ 圧力調整器 １

 パーティションロープ ３ （音響証明器具類）

 パーティションスタンド １７ スポットライト ５

 ネームプレート ８ （厨房器具類）

 バーベキューグリル ６


